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乗り捨て型カーシェアリングの
トリップ成立数増加に向けた仮想的なトリップ追加の手法

千住 琴音1,a) 水本 旭洋1 荒川 豊1 安本 慶一1

概要：近年，移動先で車を乗り捨て可能なワンウェイ方式のカーシェアリングサービスの提供が開始
されている．しかし，ユーザが望む時刻と場所に車があるとは限らず，乗り捨て場所から次のユーザ

が望む場所へ車を移動しなければならないという課題がある．しかし，このためには運営会社のコス

トが掛かるため，ワンウェイ方式の普及は遅れている．そこで，ユーザが希望するトリップ（出発地，

目的地，出発時刻からなる）の集合のうち，できるだけ多くのトリップを成立させることを目的に，仮

想的なトリップ（仮想トリップ）を追加する方法を提案する．仮想トリップは，ユーザの希望トリッ

プを許容範囲内で時間変更することや，乗車予定のないユーザに報酬付で車の移動を依頼することに

より実現できる可能性がある．本稿では，奈良先端科学技術大学院大学付近でのカーシェアリング利

用を想定したケーススタディを通して提案手法の有効性を確認する．
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1. はじめに

近年，駐車場不足や自動車保有にかかる経済的負担を

減らせることから，カーシェアリングの利用者が増えつ

つある．カーシェアリングは複数人で車両を共有するこ

とであり，国内のカーシェアリング車両台数と会員数は

急速に伸びており，今後さらに増加することが期待され

る．現在はカーシェアリングにガソリン車が用いられる

ことが多いが，排出ガスを出さず，エネルギー効率も良

い電気自動車（Electric Vehicle, EV）を活用することも

検討されている．

同じく車を借りるサービスであるレンタカーとの違い

の 1つとして，運営会社とのやりとりの少なさが挙げら

れる．カーシェアリングではスマートフォンや車上セン

サで状況が管理されているため，貸出や返却等の運営会

社との関わりが少なく，運用コストも低くなっている．

ただし，無人管理であることから，解決しなければなら

ない問題も多い．たとえば，車内のゴミ放置やガソリン

不足などの状態で返却されると次のユーザの不満につな

がる．これに対し，パーク 24株式会社が運営するタイ

ムズカープラスでは，TCPプログラムという制度を導
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図 1 レンタカーとカーシェアリング

入している [1]．この制度ではユーザの利用状況によっ

てプラスポイント (pp) が与えられ，その pp に応じて

様々なサービスが受けられるようになっている．このよ

うに，ポイント制度を通じてユーザの行動を変えさせる

ことで，問題の抑制に取り組んでいる．

現在のカーシェアリングでは，貸出場所と返却場所が

同じであるラウンドトリップ方式が主流だが，2014年の

法整備により，移動先で乗り捨てが可能なワンウェイ方

式のカーシェアリングサービスも実現に近づいている．

ラウンドトリップ方式は貸出場所と同じ場所に返却しな
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ければならず，その際の時間や料金などのコストがユー

ザにかかるため，ワンウェイ方式のほうが柔軟性の高い

方式だといえる．しかし，ワンウェイ方式の場合は，乗

車したい場所に車が無い，返却したい場所に空きスペー

スがないという需要と供給の不一致の問題を解決しなけ

ればならない．現在は対策として，乗り捨て専用の駐車

スペースを確保するという制約があり，活用される車の

台数分の駐車スペースを各場所に確保しておかねばなら

ない．このため，駐車場代のコストが増え，経営が厳し

くなり，ワンウェイ方式カーシェアリングサービスの撤

退が起きている．

本研究では，ユーザにポイントを与えて乗車してもら

う仮想的なトリップ（仮想トリップ）を導入することに

より，車活用の需要と供給の不一致問題をユーザのみで

解決するワンウェイ方式のカーシェアリング手法を提案

する．本手法では，ユーザが予約したトリップ（要求ト

リップ）の許容範囲内での時間変更依頼や乗車予定でな

いユーザへの依頼に対しポイントを与えることにより仮

想トリップを実現する．

本稿では，仮想トリップを用いたワンウェイ方式の

カーシェアリングサービスについて検討を行い，仮想ト

リップの有無によるカーシェアリングの配車結果の違い

を奈良先端科学技術大学院大学付近のケーススタディで

述べる．

2. 仮想トリップを用いたワンウェイ方式の
カーシェアリングの検討

本章では，移動先で乗り捨て可能であるワンウェイ方

式のカーシェアリングにおける要求トリップと仮想ト

リップの定義を述べた後, 仮想トリップの有無による効

果をケーススタディにて述べる．

2.1 要求トリップの定義

本研究では，移動先で乗り捨て可能であるワンウェイ

方式のカーシェアリングの際に，ユーザが予約したト

リップを，要求トリップと定義する．要求トリップは，

ユーザの希望する出発地，目的地，出発時刻，許容時間

からなるものとし，許容時間は出発時刻の変更可能な時

間範囲を表す．

カーシェアリングを実施する場合，ある要求トリップ

のと目的地と次の要求トリップの出発地が一致しなけれ

ば，ルートは成立しない．そこで，ルート成立向上を促

す，仮想トリップを次節で定義する．

2.2 仮想トリップの定義

本研究では，移動先で乗り捨て可能であるワンウェイ

方式のカーシェアリングの際に，ユーザが予約した要求

図 2 要求トリップのみと仮想トリップ追加によるルート

トリップをより多く成立させるため，ユーザに報酬付き

で車の移動を依頼するようなトリップを，本研究では仮

想トリップと定義する．

　仮想トリップとして主に以下の 2パターンを考える．

(1) カーシェアリングサービスに登録しているユーザへ

の新規依頼

(2) ユーザが許容範囲とする時間内での要求トリップの

時間変更

パターン (2)の場合は，要求トリップで指定されている

出発時刻の許容時間の範囲内で時間変更を行う．仮想ト

リップの 2 パターンの例を，図 2 に示す．ユーザ 1 は

10時に拠点 Aから拠点 Bへ出発する要求トリップを，

ユーザ 2が 11時に拠点 Cから拠点 Aへ出発する要求

トリップを予約したとする．このときパターン 2の場合

ユーザ 2は許容時間を出発時刻前の 2時間 (9-11時)と

する．ユーザ 1はパターン (1)の場合，カーシェアリン

グサービスに登録しているユーザ 3に 11時に拠点 Bか

ら拠点 Cへの仮想トリップを依頼する．パターン (2)の

場合，ユーザ 1とユーザ 2が指定した許容時間をもとに

要求トリップの時間をずらす．ユーザ 2の要求トリップ

の出発時間を 9時に変更する．

2.3 ケーススタディにおける仮想トリップ有無の効果

前節で述べた仮想トリップの効果を示すため，奈良先

端科学技術大学院大学（奈良先端大）付近のケーススタ

ディを考える．奈良先端大付近には近鉄奈良線，近鉄京

都線，近鉄けいはんな線が通っている．そのうち，特に

よく使用される学研北生駒駅，学研登美ヶ丘駅，富雄駅，

学園前駅，高の原駅に奈良先端大を加えた 6拠点でワン

ウェイ方式のカーシェアリングを実施すると想定する．

パターン (1)の場合の仮想トリップを 1つ導入するもの
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表 1 車の初期位置と要求トリップ

出発時間 出発地 目的地

車の初期配置 — 登美ヶ丘駅 —

8 : 30 学研北生駒駅 高の原駅

9 : 00 富雄駅 高の原駅

要求トリップ 9 : 30 高の原駅 NAIST

10 : 00 学園前駅 登美ケ丘駅

10 : 30 NAIST 富雄駅

表 2 仮想トリップをとり入れた場合の成立ルート

出発時刻 出発地 目的地

車の初期配置 — 登美ケ丘駅 —

仮想トリップ 8 : 00 登美ケ丘駅 学研北生駒駅

要求トリップ 8 : 30 学研北生駒駅 高の原駅

要求トリップ 9 : 30 高の原駅 NAIST

要求トリップ 10 : 30 NAIST 富雄駅

とし，今回使用する車は１台，移動場所に関わらず 1回

のトリップは 30分とする．追加する仮想トリップはパ

ターン (1)を 1つのみとし，要求トリップは 8時から 12

時までの間で 5 件受け付けるとし，要求トリップと車

の初期配置はランダムに設定する．本ケーススタディで

は，パターン (1)の仮想トリップの有無による成立した

ルートの違いを比較する．ルートの成立に関しては，以

下の 3つの条件をみたしているルートのうち，予約充足

率の一番高いルートを最適なルートとする．

• 車の初期配置と一番最初の予約の出発地が一致して
いる

• 目的地と次の予約の出発地が一致している
• 予約時間が重複していない
予約充足率は要求トリップの総数に対してルートに組み

入れられた要求トリップ数の割合を表す．仮想トリップ

ありの場合は 1件だけ仮想トリップを入れることができ

るとする．このケーススタディでは，パターン (1)の仮

想トリップとする．

ランダムで生成された要求トリップの一覧の例を表 1

に，配車結果の一例を表 2に示す．仮想トリップなしの

場合，上記の例ではカーシェアリングのルートは成立し

なかったため，予約充足率は 0%である．仮想トリップ

ありの場合，仮想トリップを 1つ加えることで，ルート

が成立し，予約充足率は 60%となる．このように初期

配置場所と要求トリップをランダムに設定し，予約充足

率の算出を 1000回繰り返し行った．その結果，仮想ト

リップを加えなかった場合と仮想トリップを 1つのみ加

えた場合の予約充足率の平均は 16%と 39%であり，仮想

トリップの導入は，ワンウェイ方式のカーシェアリング

サービスにおいてより多く要求トリップを成立すること

ができると考えられる．

3. おわりに

本稿では，ユーザに報酬付きで車を移動させる仮想ト

リップの追加するワンウェイ方式のカーシェアリング

サービスを提案した．また，仮想トリップの有無による

予約充足率への影響を確認し，仮想トリップを 1 つ追

加した場合に予約充足率を平均で 23％増加できること

がわかった．今後の展望としては，ユーザが仮想トリッ

プを受けてもらうための工夫が必要であるため，具体的

内容を考えていく．また，仮想トリップ追加によるとト

リップ最大化について定式化を行う．
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